
令 和 5 年 (2023 年 )９ 月 12 日 

熊本市総務局契約監理部技術管理課 

 

令和５年度（２０２３年度）港湾請負工事積算基準使用にあたっての留意事項 

 

 本市の港湾請負工事積算基準は、国土交通省の基準書に準拠しています。 

 下記事項においては、熊本市独自の取扱及び運用等を定めていますので、使用にあたっては留意してくださ

い。 

 

１．土木工事標準積算基準書 

基準書ページ 

（該当箇所） 

国土交通省 熊本市 

1-2-4 ３－４ 工事価格の端数処理 

工事価格は、10,000 円単位とする。工事価格

の 10,000 円単位での調整は、一般管理費等で行

うものとし、一般管理費等の計算額より、端数処

理前の工事価格の 10,000 円未満の金額を除いた

額を計上する。 

 左記について、本市では「10,000 円」を

「1,000 円」と読み替える。 

 


